
八幡浜地区施設事務組合規約  

 

昭 和 ４ ４ 年 ７ 月 １ ７ 日 

愛媛県指令地第３８３号許可 

 

改正 昭和４５年 ３月２８日                 昭和５４年 ４月 １日愛媛県指令    第２２３号 

          昭和５８年 ４月 １日愛媛県指令    第１８３号   昭和６０年 ４月 １日愛媛県指令市   第２１６号 

          平成 ５年 ３月１２日愛媛県指令市   第２５７号   平成 ７年 ４月 １日愛媛県指令市   第３７３号 

平成１１年１２月１７日愛媛県指令市  第１３２２号   平成１６年 ４月 １日規約         第１号 

          平成１７年 ７月２６日愛媛県指令市   第５５８号   平成１９年 １月２４日愛媛県指令１８市第１２５５号 

          平成２０年 １月２１日愛媛県指令１９市第１１００号   平成２８年１０月２４日愛媛県指令２８市 第６６２号 

          令和 ３年 ４月 ９日愛媛県告示    第４７５号 

 

（組合の名称）  

第１条  この組合は、八幡浜地区施設事務組合（以下「組合」という。）

という。  

 （組合を組織する地方公共団体）  

第２条  組合は、次の市及び町（以下「関係団体」という。）をもつて組

織する。  

  八幡浜市、伊方町、西予市  

 （組合の共同処理する事務）  

第３条  組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。ただし、西予

市については、旧三瓶町の区域にかかる第１号から第５号までの事務

に限る。  

 (1) 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の５に規定す

る施設の設置、管理及び運営に関する事務  

 (2) 消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）及び消防法（昭和２３

年法律第１８６号）に定める消防事務（消防団及び消防水利に関す

る事務を除く。）  

 (3) 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の２第２項に規定す

る診療所である一次救急休日・夜間診療所の設置、管理及び運営に

関する事務  

 (4) 高圧ガス保安法（昭和２６年法律第２０４号）第６２条第１項の

規定に基づく高圧ガスを消費する者に対する立入検査に関する事務  

 (5) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和



４２年法律第１４９号）第３８条の３の規定に基づく液化石油ガス

設備工事の届出の受理に関する事務  

 (6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）

第８条第１項に規定するし尿処理施設の設置、管理及び運営に関す

る事務  

 (7) 都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条第１項第１号に規

定する緑地である神越緑地の設置、管理及び運営に関する事務  

 （組合の事務所の位置）  

第４条  組合の事務所は、八幡浜市保内町喜木１番耕地５番地２に置く。 

 （組合の議会の組織及び議員の選出方法）  

第５条  組合の議会の議員（以下「組合議員」という、）の定数は、１５

人とし、関係団体ごとの定数は、次のとおりとする。  

  八幡浜市  ９人  

  伊方町   ４人  

  西予市   ２人  

２  組合議員は、次の者をもつて充てる。  

 (1) 関係団体の長  

 (2) 関係団体の議会の議長  

 (3) 八幡浜市及び伊方町にあつては、当該市町の議会の議員のうちか

ら選任された者それぞれ７人及び２人  

３  前項の規定により、組合議員となつた関係団体の長が第８条第２項

又は第３項の規定により、組合長又は副組合長に選任されたときは、

その在任期間中、組合議員としての資格を失う。  

４  前項の規定により、関係団体の長が組合議員としての資格を失つた

ときは、当該関係団体の副市町長をもつて組合議員にあてる。  

５  第２項第３号の規定により選挙された組合議員に欠員を生じたとき

は、当該組合議員を選挙した市又は町の議会において、速やかに欠員

を補充しなければならない。  

 （組合議員の任期）  

第６条  組合議員の任期は、それぞれ当該関係団体の長、議会の議長及

び議会の議員の任期による。  



２  前条第４項の規定により、組合議員となつた者の任期は、組合議員

となつた副市町長が属する関係団体の長が、同条第３項の規定により

組合議員の資格を失うことになる期間とする。  

 （議長及び副議長）  

第７条  組合の議会（以下「組合議会」という。）に議長及び副議長各１

人を置く。  

２  組合議会は、組合議員のうちから議長及び副議長を選出する。  

３  議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。  

 （執行機関の組織及び選出方法）  

第８条  組合に組合長、副組合長及び会計管理者各１人を置く。  

２  組合長は、組合議会において関係団体の長のうちから選挙する。  

３  副組合長は、組合長が組合議会の同意を得て、関係団体の長のうち

から選任する。  

４  会計管理者は、組合長の属する関係団体の会計管理者をもつてこれ

に充てる。  

 （組合長及び副組合長の任期）  

第９条  組合長及び副組合長の任期は、それぞれ当該関係団体の長とし

て在任する期間とする。  

 （職員）  

第１０条  組合に必要な職員を置き、その定数は条例で定める。  

２  前項の職員は、組合長がこれを任免する。ただし、消防職員のうち

消防長以外の職員については、組合長の承認を得て消防長が任免する。 

 （監査委員）  

第１１条  組合に監査委員２人を置く。  

２  監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て関係団体の監査委員の

うちから選任する。  

３  監査委員の任期は、当該関係団体の監査委員の任期による。  

 （職務）  

第１２条  組合長は、組合の事務を統轄し、組合を代表する。  

２  副組合長は、組合長を補佐し、組合長に事故あるとき又は欠けたと

きは、その職務を代理する。  



 （経費の支弁方法）  

第１３条  組合の経費は、関係団体の負担金並びに補助金、寄附金及び

その他の収入をもつて充てる。  

２  前項の負担金の関係団体間の負担割合は、別表のとおりとする。  

３  し尿処理施設（一楽園）の余剰金又は解散の必要のある場合の財産

分配等は、関係団体の協議により別表第２項第３号に規定する割合に

応じて分配することができる。  

   附  則  

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。  

   附  則（昭和４５年３月２８日）  

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。  

   附  則（昭和５４年愛媛県指令第２２３号）  

 この規約は、昭和５４年４月１日から施行する。  

   附  則（昭和５８年愛媛県指令第１８３号）  

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。ただし、第３条に

４号を加える改正規定（同条第３号に係る部分のうち、消防施設の整備

及び消防職員の採用に関する事務を除く。）は、昭和５９年４月１日から

施行する。  

   附  則（昭和６０年愛媛県指令第２１６号）  

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。  

   附  則（平成５年愛媛県指令市第２５７号）  

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。  

   附  則（平成７年愛媛県指令市第３７３号）  

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。  

   附  則（平成１１年愛媛県指令市第１３２２号）  

１  この規約は、平成１２年４月１日から施行する。  

２  この規約による改正前の八幡浜地区施設事務組合規約第３条第２号

に定める事務の清算事務については、この規約施行後も、組合が共同

処理する。  

   附  則（平成１６年規約第１号）  

 この規約は、平成１６年４月１日から施行する。  



   附  則（平成１７年愛媛県指令市第５５８号）  

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。  

   附  則（平成１９年愛媛県指令１８市第１２５５号）  

１  この規約は、平成１９年４月１日から施行する。  

２  この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、な

お従前の例により在職するものとする。  

３  前項の場合においては、この規約による改正後の規約第８条第１項、

第４項及び第９条の規定は適用せず、この規約による改正前の規約第

８条第１項、第４項及び第９条の規定は、なおその効力を有する。  

   附  則（平成２０年愛媛県指令１９市第１１００号）  

１  この規約は、平成２０年４月１日から施行する。  

２  組合は、従前の八・西衛生事務組合の事務を継承する。  

３  改正後の八幡浜地区施設事務組合規約別表第２項第３号の規定にか

かわらず、し尿処理施設（一楽園）の昭和５８年度から平成元年度ま

での間に起こした地方債の平成６年度以降の償還に係る関係団体の負

担割合は、次の表のとおりとする。  

割           合  

八  幡  浜  市  

伊 方 町  

７１．００％  

２９．００％  

   附  則（平成２８年愛媛県指令２８市第６６２号）  

 この規約は、愛媛県知事の許可のあつた日から施行する。  

   附  則（令和３年愛媛県告示第４７５号）  

 （施行期日）  

１  この規約は、令和３年４月１日から施行する。  

 （適用区分）  

２  この規約による改正後の八幡浜地区施設事務組合規約別表の規定は、

令和３年度以降の関係団体の負担割合について適用し、令和２年度以

前の関係団体の負担割合については、なお従前の例による。  

 



別表（第１３条関係）  

関  係  団  体  の  負  担  割  合  

１  議会費及び総務費の負担割合  

割           合  

均 等 割  

人 口 割  

５０％  

５０％  

備考  関係団体の人口割の人口は、直近の国勢調査の実績によるものと

する。ただし、西予市については、旧三瓶町の区域の人口とする。  

 

２  施設の整備、運営及び管理費の負担割合  

 (1) 特別養護老人ホーム  

割           合  

八  幡  浜  市  

伊 方 町  

西 予 市  

７５．１４％  

１７．７６％  

７．１０％  

 (2) 一次救急休日・夜間診療所  

割           合  

八  幡  浜  市  

伊 方 町  

西 予 市  

７５．４０％  

１２．６０％  

１２．００％  

 (3) し尿処理施設（一楽園）  

割           合  

八  幡  浜  市  

伊 方 町  

６０．００％  

４０．００％  

 

 

 

 

 

 



３  消防組織法及び消防法に関する事務並びに高圧ガス保安法及び液化

石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関する事務に

要する経費の負担割合  

関係団体  割  合  

八幡浜市   旧市町割のうち、旧八幡浜市及び旧保内町の各区域に

係る算出額割の合計  

伊方町  旧市町割のうち、旧伊方町、旧瀬戸町及び旧三崎町の

各区域に係る算出額割の合計  

西予市  旧市町割のうち、旧三瓶町の区域に係る算出額割  

備考  この表において「旧市町割」とは、市町村の合併の特例に関する

法律（昭和４０年法律第６号）第１１条の規定の適用があるものと

した場合において、関係団体を構成する旧市町の区域における当該

年度の消防費に係る基準財政需要額として算出した額割をいう。  


